
地域情報発信センター指定管理者の候補者の選定について 
 

地域情報発信センター指定管理者の候補者については、指定管理者選定委員会における審査結果を

踏まえ、次のとおり選定しました。 
なお、指定管理者の指定については、本年１２月市議会の議決を経た後に行います。 
 

１ 公の施設の名称 地域情報発信センター 
２ 指定の期間 平成２３年９月１日～平成２８年３月３１日 
３ 応募団体数 １団体 
４ 指定管理者の候補者 名 称：有限会社 六曜舎 

所在地：韮崎市中田町小田川１５４番地 
５ 候補者の選定理由 審査にあたっては、管理運営の基本方針、経営の安定性・継続性、利

用者サービスの向上策、施設の利用促進策、指定管理料の提案、類似施

設の運営実績、緊急時・苦情処理体制、その他の８項目で審査基準に基

づいて総合的に評価し、選考を行った結果、適切に施設を管理運営でき

る団体であると判断し、上記団体を選定した。 
・地域情報発信センターの設置目的をよく理解しており、商工会や観

光協会の事業に携わってきたノウハウを活かし、韮崎及び峡北地域全

体の観光情報の発信、特産物の販売などを通じた「韮崎ブランド」の

積極的なＰＲ事業の実施に関する意欲が強く感じられる。 

・自主事業として、商工会が取り組んでいるＢ級グルメや特産の梨北

米を使った料理のアイデアコンテストなどの提案があり、農商工が連

携した地域の活性化に資する取り組みが期待できる。 

・市の玄関口の施設として、すべての職員が歴史文化、観光、特産物な

どの地域の情報の案内人として、おもてなしの精神をもって接客できる

体制を整えるための人材育成の提案がされ、サービスの質の確保、向上

が図られる運営が期待できると評価された。 
６ 指定管理者選定委員

会の概要 
・委員会の構成 
  委 員 長：福田敏明（副市長） 
  副委員長：宮川文憲（会計管理者） 
  委  員：深澤賢治（総務課長） 
  委  員：日向 亘（政策秘書課長） 
  委  員：水川秋人（企画財政課長） 
  委  員：伊藤一向（商工観光課長） 
  委  員：丸山正和（丸山会計事務所理事長） 
  委  員：小池 郊（山梨中央銀行韮崎支店長） 
・審査日時等 
  第１回：（平成２２年８月１８日） 
・募集要項、選定基準及び選定方法の決定 
  第２回：（平成２２年１０月２２日） 
・申請書類等の審査、応募団体ヒアリング、企画提案評価、選定結果内

容、答申内容等の検討 

 


